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※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。

■
意
見
を
提
出
す
る
に
は

　

４
月　

日�
〜
５
月　

日�
午

１６

１５

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分
に

３０

１５

住
所
・
氏
名
・
計
画
名
を
記
入
し
、

左
記
の
方
法
で
環
境
都
市
推
進
課

へ※
意
見
に
対
し
て
個
別
に
回
答
は

し
ま
せ
ん
が
、
市
の
考
え
方
を
整

理
し
、
公
表
し
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
に
よ
り
意
見
を
募
集
し
ま
す

第
２
期
安
城
市
役
所
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
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■
計
画
案
を
閲
覧
す
る
に
は

●
と
き　

４
月　

日�
〜
５
月　

１６

１５

日�
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

　

分
１５※

市
役
所
は
、
土
・
日
曜
日
、
休
・

祝
日
を
除
く
。
公
民
館
は
、
４
月

　

日�
以
外
の
月
曜
日
と
５
月
1

３０日�
・
８
日�
を
除
く
。

●
と
こ
ろ　

市
役
所
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
、
環
境
都
市
推
進
課
、
中

央
・
地
区
公
民
館

問
い
合
わ
せ
▼

環
境
都
市
推
進
課

提　出　先方　　法

環境都市推進課
（土・日曜日、休・祝日を除く）

持　　参

〒４４６－８５０１安城市桜町１８番２３号
安城市役所環境都市推進課

郵　　送

〈７６〉１１１２ファクス

kankyo@city.anjo.aichi.jpＥメール
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■
選
挙
公
報
を
ご
覧
く
だ
さ
い
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■
投
票
は
指
定
の
投
票
所
で
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■
期
日
前
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

�
�
�
�
��
�
��
�
�
��
�
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�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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�
�
�
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�
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�
�


�
�
�
�
�
�

�
で
き
る
だ
け
入
場
券
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

●
と
き　

４
月　

日�
〜　

日�

１６

２１

４
月　

日�
は
安
城
市
議
会

２２

議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す

午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時

３０

●
と
こ
ろ　

市
役
所
北
庁
舎
７
階
、

南
部
支
所
、
桜
井
支
所
、
北
部
出

張
所

■
投
票
所
の
変
更

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

〈
変
更
前�
変
更
後
〉

●
里
西
部
投
票
区　

不
乗
森
神
社

社
務
所�
里
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

●
南
明
治
東
部
投
票
区　

さ
く
ら

学
園
文
化
講
堂�
安
城
幼
稚
園

問
い
合
わ
せ
▼

市
選
挙
管
理
委
員
会

（
行
政
課
内
）

安城市議会議員�

4 22 日�

広報あんじょう　2007.4.15 �

で
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

※
た
だ
し
、
愛
知
県
で
は
、
協
議

会
に
よ
る
協
議
期
間
が
１
年
間
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
に
つ
い
て
は
、
協
議
を
行

っ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の

利
用
状
況
次
第
で
は
、
廃
止
の
申

し
出
が
撤
回
さ
れ
る
可
能
性
も
出

て
き
ま
す
。

　

路
線
バ
ス
は
自
動
車
な
ど
の
移

動
手
段
の
無
い
人
に
と
っ
て
、
貴

重
な
公
共
交
通
機
関
、「
生
活
の
足
」

で
す
。
存
続
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
、

利
用
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
▼
都
市
計
画
課

　

現
在
、
市
内
を
走
る
路
線
バ

ス
の
２
路
線
、

①
新
安
城
〜
安
城
駅
前
〜
安
城

更
生
病
院

②
安
城
駅
前
〜
東
岡
崎
駅

に
つ
い
て
、
運
営
を
行
う
名
鉄

バ
ス�
か
ら
、
来
年
３
月
末
を

も
っ
て
廃
止
の
申
し
出
が
あ
り

ま
し
た
。

　

平
成　

年
２
月
に
施
行
さ
れ

１４

た
改
正
道
路
運
送
法
に
よ
り
、

路
線
バ
ス
の
廃
止
は
、
バ
ス
会

社
が
国
へ
届
け
出
を
出
す
こ
と

広
報
あ
ん
じ
ょ
う
市
民
編
集
員
を

募
集
し
ま
す

●
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
高
校
生
以
上
の
人

●
定
員　

８
人
程
度（
選
考
）

●
任
期　

１
年

●
活
動
内
容　

①
広
報
の
特
集
作

成
時
に
数
回
の
取
材（
※
）と
打
ち

合
わ
せ（
土
･
日
曜
日
ま
た
は
平

日
夜
間
に
開
催
予
定
）　

②
簡
単

な
広
報
に
関
す
る
モ
ニ
タ
ー

※
写
真
撮
影
が
必
要
で
す
。

●
そ
の
他　

報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
取
材
用
に
デ
ン
パ
ー
ク
の
年

間
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
し
ま
す
。

●
応
募　

４
月　

日�
〜　

日�

１６

２７

午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）に
任
意
の
用
紙
に

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号

と　

〜　

字
で
「
広
報
あ
ん
じ
ょ

２００

４００

う
で
特
集
し
た
い
こ
と
」
ま
た
は

「
広
報
あ
ん
じ
ょ
う
に
つ
い
て
」

を
記
入
し
、
秘
書
課
広
報
広
聴
係

へ※
申
し
込
み
の
際
に
簡
単
な
面
談

を
行
い
ま
す
。
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●
と
き　

４
月　

日�
〜
５
月
２

１８

日�
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

問
い
合
わ
せ
▼
秘
書
課

広広報報のの特特集集をを企企画画

紙紙面面ののレレイイアアウウトト 市市政政やや行行事事ななどどをを取取材材

市市民民編編集集ののペペーージジ
（（４４～～６６ペペーージジ））完完成成

公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

　

分（
土
・
日
曜
日
、
休
・
祝
日

１５を
除
く
）

●
と
こ
ろ　

下
水
道
建
設
課

問
い
合
わ
せ
▼

下
水
道
建
設
課

下水道整備区域下水道整備区域�
（和泉地区和泉地区）�
下水道整備区域�
（和泉地区）�

下水道整備区域下水道整備区域�
（榎前地区榎前地区）�
下水道整備区域�
（榎前地区）�

�

下水道変更�
認可区域�

凡　　例�

広報あんじょう　2007.4.15�

1

2

4

3

紙面編集の流れ�紙面編集の流れ�紙面編集の流れ�



広報あんじょう　2007.4.15 �

上
の
団
体（
営
利
目
的
の
団
体
を

除
く
）

●
そ
の
他　

活
動
は
無
償
で
す
。

団
体
の
認
定
後
、
講
習
会
が
あ
り

ま
す
。

●
応
募　

申
請
書（
必
要
書
類
を

添
付
）を
持
っ
て
維
持
管
理
課
へ

※
申
請
書
は
同
課
で
配
布
。
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�
�●

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
で　
１８

歳
以
上
の
人
が
構
成
す
る
３
人
以

問
い
合
わ
せ
▼
維
持
管
理
課
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�
�

●
と
き　

４
月
中
旬
〜
５
月
上
旬

●
使
用
薬
剤　

小
麦
赤
か
び
病
に

対
す
る
殺
菌
剤（
登
録
農
薬
）

●
問
い
合
わ
せ　

Ｊ
Ａ
あ
い
ち
中

央
営
農
部（�
〈　

〉４
４
０
２
）、

７３

市
農
務
課

違
反
広
告
物
追
放
推
進

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
募
集
し
ま
す

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
貸
し
出
し
場
所
を

増
設
し
ま
し
た

�
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�
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�
�

●
増
設
し
た
貸
し
出
し
場
所
／
受

付
時
間　

市
役
所�
午
前
９
時
〜

午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
、
休
・
祝

日
を
除
く
）　

中
部
公
民
館�
午

前
９
時
〜
午
後
５
時（
月
曜
日
を

除
く
）　

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ

ザ�
午
前　

時
〜
午
後
４
時　

分

１０

３０

（
土
曜
日
は
午
後
４
時
ま
で
、
日

曜
日
を
除
く
）

問
い
合
わ
せ
▼
都
市
計
画
課

を
含
む
）�
　

万
９
８
４
０
円

１５

諸
手
当�
期
末
勤
勉
手
当
、
扶
養

手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
な

ど■
試
験

●
と
き
／
内
容　

１
次�
５
月　
１７

日�
午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時

３０

／
筆
記（
教
養
・
適
性
）と
作
文

２
次�
５
月　

日�
午
前　

時
／

３１

１１

面
接

※
２
次
試
験
の
際
に
は
、
資
格
を

証
す
る
書
類
の
写
し
が
必
要
で
す
。

●
と
こ
ろ　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�

�
��
�
�
�
�
�
�

●
対
象　

普
通
自
動
車
運
転
免
許

と
、
看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師
の

資
格
を
有
す
る
昭
和　

年
４
月
２

４２

日
以
降
生
ま
れ
の
人

※
身
体
障
害
者
は
、
自
力
で
通
勤

が
で
き
、
介
護
者
な
し
で
職
務
が

で
き
る
人
。

●
定
員　

１
人

●
応
募　

４
月　

日�
〜
５
月　

１７

１０

日�
（
必
着
）午
前
９
時
〜
午
後
５

時（
日
・
月
曜
日
、
休
・
祝
日
を

除
く
）に
受
験
申
込
書
を
持
参
ま

た
は
郵
送
で
同
事
業
団（
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
内
／
〒　
�
０
０
４

４４６

６
安
城
市
赤
松
町
大
北　

番
地
１
）

７８

へ※
受
験
申
込
書
は
４
月　

日�
以

１７

降
に
同
事
業
団
、
同
事
業
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
。

■
勤
務
内
容

●
勤
務
日
時　

原
則
、
火
〜
土
曜

日
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

３０

１５

分※
配
属
先
に
よ
っ
て
は
、
月
曜
日

が
出
勤
、
土
曜
日
が
休
日（
祝
日

勤
務
あ
り
）に
な
り
ま
す
。

●
給
与
な
ど　

給
料（
地
域
手
当

市
福
祉
事
業
団
の
職
員
を
募
集
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
▼

市
福
祉
事
業
団
総
務
課

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
／

�
〈　

〉７
８
８
９
）

７７

小
麦
病
害
防
除
を
実
施
し
ま
す�

※
材
料
費
程
度
を
補
助
す
る
予
定

で
す
。

●
応
募　

４
月　

日�
ま
で
に
参

３０

加
申
込
書
を
持
っ
て
青
少
年
の
家

へ※
参
加
申
込
書
は
青
少
年
の
家
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
。

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
額
改
定

通
知
を
送
付
し
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。（
公
務
員
は
勤
務
先
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
）

●
受
給
し
て
い
な
い
人　

お
早
め

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
申

請
が
な
い
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
今
ま
で
一
定
額
以
上

の
所
得
が
あ
り
対
象
に
な
ら
な
か

っ
た
人
で
、
今
年
度
か
ら
対
象
に

な
る
人
は
、
５
月
中
に
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。
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４
月
か
ら

児
童
手
当
が
改
正
さ
れ
ま
す

●
と
き　

９
月　

日�
・　

日�

２９

３０

●
と
こ
ろ　

市
総
合
運
動
公
園
一

円※
市
体
育
館
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー（
プ
ー
ル
を
除
く
）、中
部
公
民

館
、
青
少
年
の
家
を
含
む
。

●
対
象
団
体　

市
内
を
拠
点
に
活

動
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
・
学
校
・

企
業
な
ど

●
出
展
内
容　

安
城
子
ど
も
ま
つ

り
の
趣
旨
で
あ
る
「
笑
顔
と
ふ
れ

あ
い
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
を

考
え
よ
う
」
に
合
致
す

る
も
の
。
た
だ
し
次
の

①
〜
③
は
不
可
。

①
特
定
の
政
治
・
宗
教
・

思
想
の
普
及
や
営
利
が

目
的
の
も
の

②
法
令
や
公
序
良
俗
に

反
す
る
も
の

③
安
城
子
ど
も
ま
つ
り

の
運
営
に
支
障
を
き
た

す
も
の

●
そ
の
他　

基
本
設
備

と
し
て
テ
ン
ト
１
張
、

長
机
、
い
す
が
利
用
で

き
ま
す
。
参
加
料
は
無

料
で
す
が
、
出
店
に
係

る
経
費
は
出
展
者
負
担

に
な
り
ま
す
。

笑
顔
と
ふ
れ
あ
い
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
考
え
よ
う�

「
安
城
子
ど
も
ま
つ
り
」
の
参
加
団
体
を
募
集
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
▼
青
少
年
の
家

（�
〈　

〉３
４
３
２
）
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●
３
歳
未
満　

一
律
月
額
１
万
円

●
３
歳
以
上　

第
１
子
・
第
２
子

�
月
額
５
０
０
０
円　

第
３
子
以

降�
月
額
１
万
円

■
手
続
き
に
つ
い
て

●
す
で
に
受
給
中
の
人　

手
続
き

問
い
合
わ
せ
▼
児
童
課

問い合わせ ▼環境保全課（清掃事業所内／�〈７６〉３０５３）

　古紙の回収の際には以下の点にご協力ください。
�ひもなどでしばらない状態で回収しています。持ち
込み時には、しばってきたひもをはずしてください。
�古紙は次の５分別で回収しています。それぞれ分け
てお持ち込みください。（いずれも紙以外のフィルムな
どは取り除いてください）
①新聞（折り込みチラシを含む）
②ダンボール（大きさに関係なく断面が波状になって
いるもの）
③雑誌、パンフレット類、本、カタログ、教科書、投
げ込みチラシ、コピー紙、書類、学校などのプリント、
テスト用紙などで名刺の大きさより大きい紙
④紙箱、紙管（トイレットペーパーの芯、ラップの芯）、
紙袋、包装紙、はがき、封筒など
⑤牛乳パック
�次のものは回収できません。燃やせるごみとして出
してください。紙マークがついていても回収できない
ものがありますので、ご注意ください。
写真プリント用紙、青焼きコピー紙、ティッシュペー
パー、キッチンペーパー、防水加工された紙（紙コッ
プ、紙皿、カップ麺・ヨーグルトなどの容器、油紙な
ど）、臭いのついた紙（石けんの個包装、洗剤容器、線
香の箱など）、金や銀などが箔押しされた紙（清酒の箱、
祝儀袋、のし紙など）、カーボン紙、ノンカーボン紙
（宅急便の複写伝票など）、感熱紙（ファクス用紙、レシ
ートなど）、圧着はがき（親展はがき）、転写紙、捺染紙
（絵柄などを布などに熱転写する紙）、合成紙、複合素
材の紙（フィルムやアルミ箔などを貼り合わせた紙な
ど）、濡れた紙、油のついた紙、食品のついた紙、名刺
の大きさより小さい紙など

リサイクルステーションからのお願い�リサイクルステーションからのお願い�リサイクルステーションからのお願い�


